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令和８年度消費者デジタルリテラシー向上支援事業業務に関する 

業務委託参加意思確認及び提案を求める公告 

 

 

 本業務を実施するにあたっては、その事業目的から、消費生活に関する専門的知識及び講座を

円滑に実施できる体制が必要なことから、特定非営利活動法人消費者ネットおかやまを相手方と

する契約手続きを行う予定としているが、他の者で、下記２の応募要件を満たし、本業務の受託

を希望する者の有無を確認するとともに、契約の相手方を選定する目的で、参加意思のある者か

らの提案書等の提出を募集する。 

 公募の結果、下記２の応募要件を満たすと認められる者がいない場合は、特定非営利活動法人

消費者ネットおかやまとの随意契約の手続に移行する。 

 なお、下記２の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定非営利活動法人

消費者ネットおかやまと当該応募者が提出する提案書等について審査を行い、契約相手方を選定

する予定である。 

 

 

  

 令和８年３月４日 

                           岡山県知事 伊原木 隆太 

 

 

１ 提案に付する事項 

（１）業 務 名    令和８年度消費者デジタルリテラシー向上支援事業業務 

（２）事業内容    詳細は別紙仕様書のとおり 

  ・講座手法等に係る研究・研修 

  ・消費者、民生委員、福祉関係者、福祉系の大学生等に対する安心ネットライフ講座等の

企画・運営 

  ・受講者の活動支援のための情報提供･相談対応等の実施 

（３）契約期間  令和８年４月１日から令和９年３月 19日まで 

（４）履行場所  岡山県県民生活部くらし安全安心課の指定する場所 

 

２ 応募要件 

  次の事項を満たしていること。 

（１）消費生活問題の総合的な知識を有し、講座運営に携わったことがあり、また、消費者問題

に取り組む特定非営利活動法人や公益法人等、不特定多数の者の利益増進のために、非営利

の社会貢献活動を行っている法人であることが定款等から確認できること。 

（２）官公庁発注の消費生活問題関係講座を請け負い、１件以上完了した実績のあること。 

（３）法人としての活動期間が１年以上継続していること。また、県内に事務所を有しているこ

と。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当する者でな

いこと。 

（５）県税に滞納がないこと。 

（６）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成 19 年岡山県告示第 332 号）

に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 



（７）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 

（８）岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第２条第１号及び第３号に指定

する暴力団又は暴力団員等でないこと（参加者が法人である場合は、役員についても当該条

件を満たすものであること。以下(10）において同じ。）。 

（９）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 

（10）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（11）（１）から（10）までに掲げるもののほか、契約の履行が困難であると認められるもので

ないこと。 

 

３ 契約条項を示す場所 

  岡山県県民生活部くらし安全安心課 消費生活班 

  〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６ 

  電 話（０８６）２２６－７３４６ 

  ＦＡＸ（０８６）２２５－９１５１ 

 

４ 参加手続等 

（１）業務委託実施説明書、仕様書及び申請様式の配布の期間及び場所等 

  ① 配布期間 令和８年３月４日（水）～令和８年３月 16日（月） 

午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

  ② 配布場所 上記３の場所に同じ 

なお、岡山県県民生活部くらし安全安心課ホームページからダウンロードで

きる。(https://www.pref.okayama.jp/site/321/961955.html) 

（２）参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法 

① 提出書類 … 正本１部 

・参加資格確認申請書（様式第２号） 

・法人に関する調書（様式第３号） 

・誓約書（様式第４号） 

・法人の定款 

・２の（２）を証する書類（契約書の写し等） 

・２の（４）及び（10）に該当しない旨の誓約書 

・県税の滞納がないことの証明書（岡山県電子申請サービスからも請求可能） 

② 提出期間 令和８年３月４日（水）～令和８年３月 16日（月） 

       午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

③ 提出場所 上記３の場所に同じ 

④ 提出方法 持参又は郵便等 

郵送は、書留郵便他これに準じる方法によるものに限る。 

（３）技術提案参加資格要件の審査及び通知 

参加資格確認申請書を提出した者について、岡山県県民生活部内に設置する審査会におい

て審査の結果、不適合と認められる者に対しては令和８年３月 18日（水）までに、その旨を

書面により通知する。この通知を受けた者は、この技術提案に参加することができない。 

なお、参加資格要件不適合通知を受け取った者は、令和８年３月 25日（水）までに、下

記（４）③の宛先にＦＡＸまたはメールにより、理由の説明を求める書面を提出することが

できる。 

 



（４）仕様等に対する質問の受付 

  ① 受付期間 令和８年３月４日（水）～令和８年３月 12日（木）の午前９時から午後５時

まで（閉庁日を除く。） 

  ② 提出方法 「業務委託仕様書に対する質問・回答書(様式１号)」によりＦＡＸまたはメ

ールにより送付すること。なお、その際は、送付した旨を電話にて連絡し、

受け取りの確認をすること。 

  ③ 宛  先 岡山県県民生活部くらし安全安心課 消費生活班 

         ＦＡＸ（０８６）２２５－９１５１ 

         メール： kurashi-syohi＠pref.okayama.lg.jp 

                （※使用時は 上記＠ を半角 @ に変更してください。） 

  ④ 回答方法 岡山県県民生活部くらし安全安心課のホームページに令和８年３月 16日

（月）までに掲載する。ただし、本事業に直接関係のないもの、個人情報等

の情報セキュリティ上明らかにすることが不適切なもの、その他回答するこ

とが不適切と認められる質問に対しては、回答を行わない場合がある。 

 

５ 提案書の審査等 

（１）提案書等の提出方法 

① 提出書類 … 正本１部、副本２部 

・技術提案書（様式第５号） 

・事業計画書（様式第６号） 

・支出計画書（様式第７号） 

・見積書（様式任意：岡山県知事あてとし、代表者の職、氏名を記入。代表者印を押印 

したもの。）  

  ② 提出期限 令和８年３月 23日（月） 午後５時必着 

  ③ 提出場所 上記３の場所に同じ 

  ④ 方  法 持参又は郵送等 

          郵送は、書留郵便他これに準じる方法によるものに限る。 

（２）審査方法 

岡山県県民生活部内に設置する審査会において、提案書等の内容を別に定める審査基準に

より審査し、契約の相手方を選定する。 

（３）審査結果の通知方法 

   審査後、書面により通知する。 

 

６ その他 

(１)契約保証金は、岡山県財務規則（昭和 61年３月 20日規則第８号）第 153条及び第 155条

の規定による。 

 (２)業務委託契約書の作成を要する。 

 (３)業務の詳細は業務委託仕様書による。 

 (４)応募及び審査に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

 (５)提出された書類は返却しない。 

 (６)関連情報を入手するための照会窓口は、上記３に同じ。 

(７)本件業務については、令和８年度予算が県議会で可決され、当該予算の執行が可能にな

った後に契約を締結する。なお、契約締結時期は令和８年４月１日を予定しているが、

令和８年度予算が県議会で可決されない場合は、契約を締結しない。 

さらに、本件業務が国の補助対象事業として採択されなかった場合は、事業規模を縮小 

して実施する場合がある。   


